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毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

第 条 期末手当基準日以前 箇月以内（期末手当

基準日 月 日 、 箇月以内） 期間

、次 掲 者 一般職員 場合（第

号及 第 号 掲 者 、引 続 一般

職員 場合 限 。） 、 期間内

者 在職 期間 、前条第 項 規定

在職期間 算入 。

（ ）～（ ） 略

略

（勤勉手当 成績率）

第 条 成績率 、次 各号 掲 職員 区分 応

、当該各号 掲 割合 範囲内 、任命権者 人

事委員会 定 定 。

（ ） 条例第 条第 項 規定 再任用職員（次号

第 条 期末手当基準日以前 月以内 期間

、次 掲 者 一般職員 場合（第 号及

第 号 掲 者 、引 続 一般職員

場合 限 。） 、 期間内

者 在職 期間 、前条第 項 規定 在

職期間 算入 。

（ ）～（ ） 略

略

（勤勉手当 成績率）

第 条 成績率 、次 各号 掲 職員 区分 応

、当該各号 掲 割合 範囲内 、任命権者 人

事委員会 定 定 。

（ ） 条例第 条第 項 規定 再任用職員（次号
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◇ 期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則 一部 改正 規則（ ）（給与課）……………

期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則 一部 改正 規則

期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。
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鳥取県人事委員会規則第 号
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「再任用職員」 。）以外 職員

月 支給 場合 分 （条例第

条 第 項 規定 特定幹部職員（以下 条

「特定幹部職員」 。） 、

分 ）、 月 支給 場合 分

（特定幹部職員 、 分 ）

（ ） 再任用職員 分 （特定幹部職員

、 分 ）

第 条 第 条 第 項 規定 、前条 規定 一

般職員 在職 期間 算定 準用

。 場合 、同項中「期末手当基準日以

前 箇月以内（期末手当基準日 月 日

、 箇月以内） 期間」 「勤勉手当基準

日以前 箇月以内 期間」 読 替 。

略

別表第 （第 条関係）

基 準 日 支 給 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

「再任用職員」 。）以外 職員

分 （条例第 条 第 項 規定 特定幹

部職員（以下 条 「特定幹部職員」

。） 、 分 ）

（ ） 再任用職員 分 （特定幹部職員

、 分 ）

第 条 第 条 第 項 規定 、前条 規定 一

般職員 在職 期間 算定 準用

。

略

別表第 （第 条関係）
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

平成 年 月 支給 期末手当 関 改正後 期末手当及 勤勉手当 支給 関 規則第 条 第

項 規定 適用 、同項中「 月」 、「 月」 。
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